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インフルエンザ等の予防のため、
人混みではマスク・帰宅したら手洗い・うがいを忘れずに！

　いばらき量子線利活用協議会では、地域企業の新規ビ

ジネスへの参入支援などを目的に、日本原子力研究開発

機構（JAEA）大洗原子力工学研究所との技術交流会を

開催します。

　本交流会は、JAEA 大洗原子力工学研究所の研究者

から最新の研究内容を聞くことができるほか、県内もの

づくり企業などの製品や技術に触れることができます。

　新しい発見や出会いが生まれる技術交流の場にぜひお

越しください。

日　　時　1 月 22 日（木）10：00 ～ 16：00　

場　　所　トヨペット スマイルホール 大洗　　　

問 合 せ　株式会社ひたちなかテクノセンター　企業支援部

　　　　　☎ 029-264-2200

　令和７年２月に岩手県大船渡市で発生した林野火災に

おいて、林野3,370ha、90棟の住宅が焼失する甚大な被

害が出たことを踏まえ、林野火災予防を目的として、１

月１日から「林野火災注意報・林野火災警報」の運用が

開始されました。

林野火災注意報・林野火災警報の発令基準

・林野火災注意報

　（1）前３日間の合計降水量が 1mm 以下かつ前 30 日

間の合計降水量が 30mm 以下のとき。

　（2）前３日間の合計降水量が 1mm 以下かつ乾燥注意

報が発表されているとき。

　　　※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪が

ある場合はこの限りでない。

・林野火災警報

　林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表

されているとき。

林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合の規制

内容

・林野火災注意報が発令された場合は、火の使用の制限

に従うように努めなければなりません。（努力義務）

・林野火災警報が発令された場合は、火の使用の制限に

従わなければなりません。

水道管に凍結対策を

　夜に冷え込んで気温が氷点下以下になると、凍結によ

る水道管の破裂が多くなります。特に風あたりの強い所

や日陰、北向きにある水道管や量水器には、凍結対策を

してください。

凍結対策はこのように

◇水道管に防寒具をつけていない

家庭では、お早めに保温材を取

り付けるようお勧めします。

◇夜間、蛇口を少しだけ開けて水

を出したままにすると、凍結対

策になります。水道料金がかか

りますので、出しすぎにはご注

意ください。

凍って水が出ないときは

　水道管や蛇口にタオルなどを巻き、蛇口を開け、その

上からぬるま湯をかけて、溶かしてください。直接熱い

お湯をかけると、管が割れることがあります。漏水の場

合は量水器の中にあるバルブを右に回すと水が止まります。

問 合 せ　上下水道課　☎ 029-267-5125

冬道の積雪や路面凍結に注意
　運転者は安全運転を行う注意義務があるため、冬用タイ
ヤの装着およびタイヤチェーンの携行をお願いします。

「火の使用制限」は次のとおりです。

　（1）山林、原野において火入れをしないこと。

　（2）煙火を消費しないこと。

　（3）屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。

　（4）屋外においては、引火性または爆発性の物品その

他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。

　（5）山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大

で、町が指定した区域内において喫煙をしないこと。

　（6）残火（たばこの吸殻を含む）、取灰または火粉を

始末すること。

林野火災注意報・林野火災警報発令時の「火の使用の制

限」に従わなかった場合の対応

　林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置づけられ

ており、罰則の伴わない努力義務を課すものです。

　林野火災警報においては、「火の使用の制限」に従わ

なかった者に対して、30万円以下の罰金または拘留に処

することが消防法で定められています。

林野火災注意報・林野火災警報発令状況の周知方法

　林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合は、町

ホームページや防災行政無線放送等によりお知らせします。

問 合 せ　消防本部 火災予防係　☎ 029-266-1119

◇量水器は、ビニール袋に   

発泡スチロールや布を詰

めたものを量水器の箱の

中に入れ、さらに段ボー

ルなどを載せて保温して

ください。

日本原子力研究開発機構（JAEA ）大洗原子力工学研究所との技術交流会

令和8年1月1日から「林野火災注意報・林野火災警報」の運用が開始されました


